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議案第27号 説明資料 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 

及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例の整理に関する条例（第１条関係）の該当部分 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町議会の個人情報の保護に関する条例 
（令和４年12月13日 条例第33号） 

 

第１条   略 

 

（定義） 

第２条   略 

２～９   略 

10 この条例において「特定個人情報」とは、個人情報であって、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号。以下「番号利用法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をい

う。 

11   略 

 

第３条～第38条   略 

 

（利用停止請求権） 

第39条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定

める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消

去又は提供の停止（以下この章において「利用停止」という。）に関して法令又

は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

⑴ 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

ア 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反

○幕別町議会の個人情報の保護に関する条例 
（令和４年12月13日 条例第33号） 

 

第１条   略 

 

（定義） 

第２条   略 

２～９   略 

10 この条例において「特定個人情報」とは、個人情報であって、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号。以下「番号利用法」という。）第２条第９項に規定する特定個人情報をい

う。 

11   略 

 

第３条～第38条   略 

 

（利用停止請求権） 

第39条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定

める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消

去又は提供の停止（以下この章において「利用停止」という。）に関して法令又

は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

⑴ 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

ア 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反
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現  行  条  例 改  正  条  例 

して取り扱われているとき、第７条の規定に違反して取得されたものである

とき、又は第12条第１項及び第２項若しくは第13条第１項及び第２項の規定

に違反して利用されているとき。 

イ 番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると

き、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイ

ル（番号利用法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に

記録されているとき。 

⑵   略 

２及び３   略 

 

第40条～第58条   略 

 

して取り扱われているとき、第７条の規定に違反して取得されたものである

とき、又は第12条第１項及び第２項若しくは第13条第１項及び第２項の規定

に違反して利用されているとき。 

イ 番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると

き、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイ

ル（番号利用法第２条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に

記録されているとき。 

⑵   略 

２及び３   略 

 

第40条～第58条   略 
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 

及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例の整理に関する条例（第２条関係）の該当部分 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例 
（平成27年12月18日 条例第37号） 

 

第１条   略 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴   略 

⑵ 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

⑶ 個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個人番号利用事務

実施者をいう。 

⑷ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定する情報提供ネ

ットワークシステムをいう。 

⑸及び⑹   略 

 

第３条～第５条   略 

 

○幕別町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例 
（平成27年12月18日 条例第37号） 

 

第１条   略 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴   略 

⑵ 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。 

⑶ 個人番号利用事務実施者 法第２条第13項に規定する個人番号利用事務

実施者をいう。 

⑷ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第15項に規定する情報提供ネ

ットワークシステムをいう。 

⑸及び⑹   略 

 

第３条～第５条   略 
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 

及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例の整理に関する条例（第３条関係）の該当部分 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町税条例 
（昭和30年５月30日 条例第18号） 

 

第１条～第36条   略 

 

 （町民税の申告） 

第36条の２   略 

２～８   略 

９ 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに、第

23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当

することとなった日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主た

る事業所又は事業所の所在、当該町内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、

法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下町民

税について同じ。）、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させ

ることができる。 

 

第36条の３～第63条   略 

 

（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及び第５項の規定によ

る補正の方法の申出） 

第63条の２ 施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月

31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出して行わなけれ

ばならない。 

⑴ 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

○幕別町税条例 
（昭和30年５月30日 条例第18号） 

 

第１条～第36条   略 

 

 （町民税の申告） 

第36条の２   略 

２～８   略 

９ 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに、第

23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当

することとなった日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主た

る事業所又は事業所の所在、当該町内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、

法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第16項に規定する法人番号をいう。以下町民

税について同じ。）、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させ

ることができる。 

 

第36条の３～第63条   略 

 

（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及び第５項の規定によ

る補正の方法の申出） 

第63条の２ 施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月

31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出して行わなけれ

ばならない。 

⑴ 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を



― 15 ― 

 

現  行  条  例 改  正  条  例 

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を

いい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産

税について同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。以

下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称） 

⑵～⑷   略 

 

第63条の３～第88条   略 

 

（種別割の減免） 

第89条   略 

２ 前項の規定によって、種別割の減免を受けようとする者は、納期限前７日まで

に当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを町長

に提出しなければならない。 

⑴   略 

⑵ 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は

名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条

において同じ。）又は法人番号（同法第２条第15項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

⑶～⑻   略 

３   略 

 

第90条～第139条の２   略 

 

（特別土地保有税の減免） 

第139条の３   略  

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前７日

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が、当該者

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を

いい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産

税について同じ。）又は法人番号（同条第16項に規定する法人番号をいう。以

下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称） 

⑵～⑷   略 

 

第63条の３～第88条   略 

 

（種別割の減免） 

第89条   略 

２ 前項の規定によって、種別割の減免を受けようとする者は、納期限前７日まで

に当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを町長

に提出しなければならない。 

⑴   略 

⑵ 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は

名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条

において同じ。）又は法人番号（同法第２条第16項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

⑶～⑻   略 

３   略 

 

第90条～第139条の２   略 

 

（特別土地保有税の減免） 

第139条の３   略  

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前７日

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が、当該者
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現  行  条  例 改  正  条  例 

が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）） 

⑵及び⑶   略 

３   略 

 

第140条～第148条   略 

 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに、次に掲げる

事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合におい

ては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

⑴ 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号

（同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

⑵及び⑶   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第16項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）） 

⑵及び⑶   略 

３   略 

 

第140条～第148条   略 

 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに、次に掲げる

事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合におい

ては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

⑴ 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号

（同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

⑵及び⑶   略 

 


